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平成 19 年 5 月 29 日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 ジ ー ダ ッ ト 

代 表 者 名 代表取締役社長 石橋 眞一 

（コード番号：３８４１） 

問い合わせ先 取締役経営企画部長 増山雅美 

電 話 番 号 0 3 - 5 8 4 7 - 0 3 1 2（ 代 表 ） 

 

 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 19 年 5 月 29 日開催の取締役会において、「定款の（一部）変更の件」を平成 19 年 6 月

20 日開催予定の第 5期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせい

たします。 

 

 

記 

 

１．定款変更の目的 

1) 今後の当社を取り巻く環境の変化に備え、また将来の事業拡大を図るために、現行定款第 2条（目

的）の変更を行うものであります。 

2) 当社の発行可能株式総数は、現行定款第 6 条に 64,680 株と定められておりますが、将来の資本

調達に備えて、発行可能株式総数を増加させるものであります。 

3) 今後機動的な資本政策を図るため、自己株式の取得を取締役会の決議により行うことを可能とす

る規定を新設するものであります。 

4) 当社は平成 19 年 3 月に JASDAQ 証券取引所に株式上場したことに伴い、株券保管振替制度に対応

するため、所要の変更を行うものであります。 

5) 当社は平成 18 年 9 月に実施した第三者割当増資で資本金の額が 5億円以上となったこと、また

平成 19 年 3 月に JASDAQ 証券取引所に株式上場したことに伴い、会社法第 328 条第 1 項の規定に

より、公開会社かつ大会社として新たに監査役会及び会計監査人を設置するため、現行定款に必

要な規定の新設、修正など所要の変更を行うものであります。 

6) その他規定の新設にともなう条数の変更等の整備を行うものであります。 
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２．定款変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 

（下線は変更部分を示します。） 
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３．日程 

定款変更のための定時株主総会日 平成 19 年 6 月 20 日 （水曜日） 

定款変更の効力発生日   平成 19 年 6 月 20 日 （水曜日） 

 

以 上 


